
 

災害時相互応援に関する協定書 
 
 京都府亀岡市と大阪府高槻市は、いずれかの市域において大規模な災

害が発生し、災害を受けた市（以下「被災市」という。）独自では十分

な応急措置ができない場合に、被災市の要請に応え、災害を受けていな

い協定市が友好的精神に基づき、相互に救援協力し、被災市の応急復旧

対策等を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。  
 
（応援の種類）  
第１条 応援の種類は、次のとおりとする。  
（１） 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の

提供  
（２） 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及

び物資の提供  
（３） 救援及び救助活動に必要な車両等の提供  
（４） 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣  
（５） 被災者を一時収容するための施設の提供  
（６） 前各号に掲げるもののほか、要請があった事項  
 
（応援要請手続）  
第２条 被災市が応援の要請をしようとするときは、次の事項を明らかに

して、応援の要請を受ける市に対して電話等により要請し、後日、速

やかに文書を送付するものとする。  
（１） 被害の状況  
（２） 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっ

ては、物資、車両及び資機材の種類、品名、数量等  
（３） 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、

人数及び業務内容  
（４） 前条第５号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び

人数  
（５） 応援場所及び応援場所への経路  
（６） 応援期間  
（７） 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項  

 
（応援の実施）  
第３条 応援を要請された市は、法令その他特別に定めがある場合を除く

ほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。  
２ 激甚な災害が発生し、通信の途絶などにより、被災市と連絡が取れ

ない場合には、自主的な判断により応援活動を行うことができる。  



 

 
 
（応援経費の負担）  
第４条 応援に要した経費は、両市が協議して別に定める。  
 
（連絡担当部局）  
第５条 両市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害

が発生したときには、速やかに情報を相互に交換するものとする。  
 
（資料の交換）  
第６条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災

計画その他の資料を相互に交換するものとする。  
 
（他の協定との関係）  
第７条 この協定は、両市及び両市の各機関が消防組織法（昭和２２年法

律第２２６号）第３９条第２項の規定により別に締結した相互応援に

関する協定、及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援

を排除するものではない。  
 
（その他）  
第８条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事

項については、両市が協議して定めるものとする。  
 
（協定の発効）  
第９条 この協定は、平成２７年２月３日から効力を発生するものとする。 

 
 
平成２７年２月３日  
 
 
             亀岡市長  
 
 
 
             高槻市長  


